
今年度の報告から以上の対応となりますのでご確認のうえ対応願います

①防災施設の概要写真

●防災施設とは

…防災調整池、洪水調節池、沈砂池、

えん堤等の主要な防災施設

●写真の内容

・防災施設全体が写るように撮影すること

○報告様式が変わります。
「宮城県 林地開発 施行状況報告」と検索→「林地開発施行状況報告の方法が変わります。」の
ページにて様式のダウンロードが可能です。
○添付書類が追加されます。
これまでは状況写真のみの添付でしたが、①防災施設の概要写真 ②埋設工作物の施行状況写真
を追加添付いただくことになります。

②埋設工作物の施行状況写真

●埋設工作物とは

…暗渠、構造物の床掘り及び基礎工事、盛土の転圧状況等、完了時

に視認できなくなる工作物（昨年度報告時以降に施行したもの）

●写真の内容

・着手前・施工中・完了後の状況を同一場所から撮影すること

・被写体にスケール・ポール・箱尺等をあて、寸法が明確に読み取

れるようにすること

・詳細は別紙「現地写真撮影要項」をご確認ください。

林地開発施行状況報告の方法が変わりました

【改正に関するお問い合わせ先】開発箇所を管轄する地方振興事務所へ！
大河原地方振興事務所(林業振興部森林管理班) 0224-53-3252/仙台地方振興事務所（林業振興部森林管理班） 022-275-9111
北部地方振興事務所（林業振興部森林管理班） 0229-91-0765/東部地方振興事務所（林業振興部森林管理班） 0225-95-1486
気仙沼地方振興事務所（林業振興部森林管理班）0226-24-8285
北部地方振興事務所 栗原地域事務所（林業振興部森林管理班） 0228-22-2133
東部地方振興事務所 登米地地域事務所（林業振興部森林整備班）0220-22-6125

10月31日時点の状況を、
11月30日までに各地方振興事務所

へご報告ください！


